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Ⅰ ． 農 地 政 策 の 基 本 的 枠 組 み の 変 遷

１



１ 農地改革の実施と農地法の制定（昭和21年～27年）

（１）農地改革の実施

民主化を進めるとのＧＨＱの強い指示の下に、戦前の寄生地主

的土地所有を解体するため、自作農創設特別措置法の制定により

農地改革を断行し、耕作している小作人に農地を売り渡し、労働

の成果を公正に享受できる自作農を創設した。

（２）農地改革の効果

農地改革は農村の民主化、雇用、食料供給等経済社会の安定に

は多大の貢献があったが、その後の農業構造が、経営規模が零細

で経営農地が分散錯圃するという要因ともなった。

（３）農地法の制定

農地改革が一段落した昭和27年に、農地改革の成果を維持する

とともに、戦前から立法化されてきた耕作者の地位の保護、農地

の権利移動規制及び農地転用規制の法制度を集大成し、体系的な

法律として農地法を制定した。

・情勢：引揚者等500～600万人

外地からの食糧移入途絶

（※ 財閥解体、労働組合結成の奨励等）

○法的措置として自作農創設特別措置法を制定

○目的

○内容

きちんと効率的・継続的に耕作できる個人に

農地の権利取得を認める制度に

注：農地法制定当時の目的及び内容である。

農地改革（昭和２1年～２５年）農地改革（昭和２1年～２５年）

食糧難 緊急増産
農村民主化 農地改革による自作農創設

① 不在地主は全ての小作地、在村地主は約１町（北海道４町）を超える小作地を国が買収

② 自作地であっても３町（北海道１２町）以上の農地は国が買収

③ 国が買収した農地は、現に耕作している小作農を基本として農民に売渡し

① 不在地主は全ての小作地、在村地主は約１町（北海道４町）を超える小作地を国が買収

② 自作地であっても３町（北海道１２町）以上の農地は国が買収

③ 国が買収した農地は、現に耕作している小作農を基本として農民に売渡し

地主１７６万戸から買収 → 国の買収農地１７４万ｈａ → 小作農４７５万戸に売渡し
地主１７６万戸から買収 → 国の買収農地１７４万ｈａ → 小作農４７５万戸に売渡し

これにより、小作地率４６％ １０％未満に

農地法（昭和２７年）農地法（昭和２７年）

この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者
の農地の取得を促進し、その権利を保護し、その他土地の農業上の利用関係を調整し、もっ
て耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。

① 耕作者の地位の安定 （賃借権の法定更新 ・解約制限等 ）

② 小作料統制 （統制小作料 、定額金納制等 ）

③ 小作地所有制限、これに違反した農地の買収 ・売渡し

④ 権利移動規制 （上限面積 ・下限面積の制限 、農地の全てを

耕作 、転貸禁止等 ）

⑤ 農地転用規制 （原則不許可）

耕作者の地位の安定

耕作者の農地取得の
促進

利用関係の調整、生
産力の増進

２



（ ）２ 農業基本法の制定と所有権取得による規模拡大 昭和36年～45年

（１）農業基本法の考え方と農地法改正

① 農地法制定から約10年を経た昭和30年代半ばにおいて、高度

、 、成長期を迎え 他産業への農村労働力の流出が顕著となる中で

旧農業基本法の下、構造政策として他産業に従事した離農者の

農地を専業農家へ集積して、所有権移転により自作農の規模拡

大を目指した。

② 具体的には 農業基本法の趣旨にある 自立経営の育成 農、 「 」、「

地についての権利の設定又は移転の円滑化」を着実に推進する

ため、農地に係る信託制度の創設、権利の設定・移転の許可要

件の緩和等を内容とする農地法の改正を実施した。

③ また、その中で家族農業経営の「協業の助長」の推進等のた

め、法人の農地取得を認めることとし、農業生産法人制度を創

設した。

④ さらに 「農業経営の細分化防止」のために、贈与税の納税、

猶予制度を措置した。

（２）所有権による規模拡大の頓挫

しかし、実態は、稲作栽培技術の向上による労働時間の短縮や

地価の上昇に伴う農地の資産的保有意識の形成のため兼業が進展

し、所有権移転による規模拡大は思うように進まなかった。

農政の曲がり角【農業情勢】

・若年労働力の流出により“３ちゃん農業”と呼ばれる

担い手不足

・農村と都市との所得格差拡大

・食料消費の洋風化等による食生活の高度化 等

（肉類・油脂の増加）

【農政の目標】 ・農工間の生産性格差是正

・他産業並みの生活水準確保

【 内 容 】 ・自立経営の育成

・農地についての権利の設定又は移転の円滑化

・協業の助長

・農業経営の細分化防止

（政策手法）

○農業生産法人制度の創設

○耕作目的の農地等の権利取得の上限面積の制限の緩和

（自家労力による場合3ヘクタール（北海道12ヘクタール）を超え

る取得も可）

○農業協同組合の行う農地信託事業の創設

農業基本法（昭和３６年）農業基本法（昭和３６年）

構造改革 高度成長下、他産業への従事者の離農跡地
を担い手に結びつける＝生産性向上（基本）

担い手として、製造業と均衡する生活を営める
所得を確保できる家族経営である自立経営を
１００万戸育成することが目標

３

昭和３７年農地法等改正
農業基本法の趣旨に即し、農業構造の改善のための改正



３ 優良農地確保のための制度の創設（昭和44年～）

（１）農業振興地域制度の創設

昭和30年代後半からの高度成長による、人口・産業の急速な集

中に伴い、国土の総合的計画的な利用の必要性が認識され、昭和

43年に都市計画法が制定された。

一方、優良農地を主体とした農業地域を保全・形成し、農業投

資を計画的に行うための長期的な土地利用計画制度として、昭和

44年「農業振興地域の整備に関する法律 （農振法）が制定され」

た。

（２）農用地区域の設定

農業振興地域制度では、集団的農用地や公共投資の対象となっ

た農地等の優良農地を農用地区域として設定し、原則として転用

を禁止している。

農業振興地域の整備に関する法律（農振法）制定の経緯

農側の声

・都市部で開発規制が導入されると農村地域で開発が無計画で行
　われるおそれがある

・都市部にも相当の農業地域があり農業的土地利用の確保が必要

昭和３０年代後半からの高度経済成長

・農業と他産業との間の労働生産性の格差拡大

・農業から他産業への労働の移動

・人口・産業の急速な集中
・交通網の整備　　　　　

市街地の無秩序
な拡大・拡散　
　　　　

・食料の安定供給の必要性
・生産性の高い農業経営の育成の必要性

・農地の無秩序なかい廃
・土地利用度の低下・農地管理の粗放化

都市計画法制定

４

農業振興地域制度の創設

農業振興地域

農用地区域

・集団的農地
・区画整理等公共投資の対象農地
等

農振白地地域

農業振興地域外

市街化区域
用途地域

大規模な森林
等

長期にわたり総合的に
農業振興を図る地域

転用禁止計
画
的
な

農
業
投
資

農業振興地域制度の創設

農業振興地域

農用地区域

・集団的農地
・区画整理等公共投資の対象農地
等

農振白地地域

農業振興地域外

市街化区域
用途地域

大規模な森林
等

長期にわたり総合的に
農業振興を図る地域

転用禁止計
画
的
な

農
業
投
資

農業振興地域制度の創設

農業振興地域農業振興地域

農用地区域

・集団的農地
・区画整理等公共投資の対象農地
等

農振白地地域

農業振興地域外

市街化区域
用途地域

大規模な森林
等

長期にわたり総合的に
農業振興を図る地域

転用禁止計
画
的
な

農
業
投
資



４ 貸借による規模拡大政策への転換（昭和45年～）

（１）所有権移転による農業経営の規模拡大は思うように展開しなか

ったため、昭和45年に農地法について 「 土地の農業上の効率的、『

な利用を図るため』を目的に追加 「耕作者の保護の緩和」及び」、

「農地保有合理化事業の創設」等の改正を行い、これまでの所有

権移転による農地の流動化に加え、借地を含む農地の流動化を促

進することとした。

（２）さらに昭和50年には、出し手が安心して農地を貸すことができ

る制度（農用地利用増進事業）を創設し、貸借による農業経営規

模の拡大を通じた担い手（中核的農家）の育成を推進した。

（３）また、昭和50年には、農業経営の細分化を防止するために、相

続税の納税猶予制度を創設した。

（４）昭和55年に農用地利用増進法を制定し、農用地利用増進事業を

拡充するとともに、集落の取り決めにより、農用地利用集積の促

進、作付地の集団化等を行う農用地利用改善団体の制度を創設し

た。

○目的に「土地の農業上の効率的な利用を図るため」を追加

○農地の権利取得の上限面積制限の撤廃（農作業への常時従事要件に変更）

○農地保有合理化事業制度の創設（農地保有合理化法人（県公社、ＪＡなど）による農

地の権利移動の仲介）

○耕作権保護規定の緩和（合意による解約及び10年以上の定期賃貸借であれば知

事許可不要）

○農業生産法人要件の緩和 等

○農用地利用増進事業（現在の農用地利用集積計画）

→一筆単位の許可制度である農地法のバイパスとして創設

昭 和 ４ ５ 年 農 地 法 改 正

耕 作 権 保 護 の た め の 農 地 制 度 が 構 造 政 策 の 推 進 の ネ ッ ク
（ 「 貸 し た ら 戻 ら な い 」 ） に な っ て い る と の 指 摘 。 借 地 に よ る 農
地 流 動 化 の 促 進 の 要 請 。

昭 和 ４ ５ 年 農 地 法 改 正

耕 作 権 保 護 の た め の 農 地 制 度 が 構 造 政 策 の 推 進 の ネ ッ ク
（ 「 貸 し た ら 戻 ら な い 」 ） に な っ て い る と の 指 摘 。 借 地 に よ る 農
地 流 動 化 の 促 進 の 要 請 。

昭 和 ５ ０ 年 農 振 法 改 正

市 町 村 が 主 体 と な っ て 農 地 の 集 団 的 な 権 利 移 動 を 実 現 す る
事 業 の 創 設

昭 和 ５ ０ 年 農 振 法 改 正

市 町 村 が 主 体 と な っ て 農 地 の 集 団 的 な 権 利 移 動 を 実 現 す る
事 業 の 創 設

農地法に基づく借地
農地の賃貸借への貸し手の懸念

（賃貸借による権利の移転はごく少数）

①① 『『貸したら取られるのではないか！貸したら取られるのではないか！』』

②② 『『一旦貸したら戻らない！一旦貸したら戻らない！』』

不在村地主の所有小作地

在村地主の平均１ｈａ超の
所有小作地

借地人保護

賃貸借の期間が満了しても、都道府県知事
の許可（ただし、正当な事由がなければ許可が
なされない。）を得た上で更新しない旨の通知
をしないと農地を取り戻せない（法定更新）。

国家買収

昭和４５年までの農地の賃貸借

農用地利用増進事業（現在の利用権設定促進事業）
賃貸借が増加

市町村が策定する農用地利用増進計画に定め
るところによる農地の権利移転

改 正 後

・計画期間終了時に賃貸借関係が必ず終了
（法定更新は適用除外）

・計画期間は最長２０年の範囲内で当事者
が設定

『『貸しても必ず返ってくる！貸しても必ず返ってくる！』』

安心して農地を貸せるため、担い手に対
する賃貸借による農地の流動化が促進。
（農地の権利移動のうち、約８割が賃貸借
によるもの。）

農地版定期借地権

出し手からみ
てより貸しや
すくするため
の新たな手法
の導入

農地法に基づく借地
農地の賃貸借への貸し手の懸念

（賃貸借による権利の移転はごく少数）

①① 『『貸したら取られるのではないか！貸したら取られるのではないか！』』

②② 『『一旦貸したら戻らない！一旦貸したら戻らない！』』

不在村地主の所有小作地

在村地主の平均１ｈａ超の
所有小作地

借地人保護

賃貸借の期間が満了しても、都道府県知事
の許可（ただし、正当な事由がなければ許可が
なされない。）を得た上で更新しない旨の通知
をしないと農地を取り戻せない（法定更新）。

国家買収

昭和４５年までの農地の賃貸借

農用地利用増進事業（現在の利用権設定促進事業）
賃貸借が増加

市町村が策定する農用地利用増進計画に定め
るところによる農地の権利移転

改 正 後

・計画期間終了時に賃貸借関係が必ず終了
（法定更新は適用除外）

・計画期間は最長２０年の範囲内で当事者
が設定

・計画期間終了時に賃貸借関係が必ず終了
（法定更新は適用除外）

・計画期間は最長２０年の範囲内で当事者
が設定

『『貸しても必ず返ってくる！貸しても必ず返ってくる！』』

安心して農地を貸せるため、担い手に対
する賃貸借による農地の流動化が促進。
（農地の権利移動のうち、約８割が賃貸借
によるもの。）

農地版定期借地権農地版定期借地権

出し手からみ
てより貸しや
すくするため
の新たな手法
の導入

５



５ 担い手の明確化と法人化の推進（平成5年～）

（１）認定農業者と法人化の推進

平成5年に農業経営基盤強化促進法を制定し、国際化に対応し

得る農政を展開し、労働時間、所得が他産業並の効率的かつ安定

的な経営体を育成するため、これを目指す者を市町村が認定する

認定農業者制度を創設し、その者への農地利用集積を加速化する

こととした。

また、農業経営の法人化とその経営の発展を図るため、農業生

産法人の構成員に農外からの参加を可能とした。

（２）食料・農業・農村基本法の制定（平成11年～）

平成11年に新たに食料・農業・農村基本法を制定し、このよう

な効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業

構造の確立を目指すこととし、農地の確保と農地の利用集積・効

率的利用の促進を図ることを明確にした。

また、国内農業の活性化には、法人経営のメリットが十分発揮

された農業経営の育成・確保が必要であることから、これまでも

進めてきた農業経営の法人化を明確化することとした。

（３）農業生産法人制度への株式会社の導入等（平成12年）

新基本法の検討の際に、株式会社に農地の権利取得を認めるべ

きか否かが大きく議論され、平成12年の農地法の改正により、農

業関係者以外の者に経営が支配され、農地が投棄目的で取得され

る等の懸念が払拭できる形態として、株式譲渡制限のある株式会

社を農業生産法人の一形態とすることとし、その農地の権利取得

を容認した。

また、法人経営の発展のため、経営を支配しない範囲で農外の

者の法人参加を促進するための要件緩和も行った。

農業生産法人の推移

効率的かつ安定的な農業経営

主たる従事者の年間労働時間が他産業従事者と同等であり、
主たる従事者一人当たりの生涯所得が他産業従事者と遜色な
い水準を確保し得る生産性の高い営農を行う経営

他産業生涯所得　２．１億円（年間５３０万円）

　　　食料・農業・農村基本法（平成１１年）

【農業情勢】
・食料自給率の低下
・農業者の高齢化、農地面積の減少
・農村の活力の低下

【農政の目標】 　　　　　　 　食料の安定的供給の確立

・農業の持続的な発展　　　　　多面的機能の十分な発揮
　　　　　　　　　　　　　　　農村の振興

【内容】
・効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当程度を担う農業構造の確立
・家族農業経営の活性化と農業経営の法人化の推進
・農地の確保と農地の利用集積・効率的利用の促進　　等

　　　食料・農業・農村基本法（平成１１年）

【農業情勢】
・食料自給率の低下
・農業者の高齢化、農地面積の減少
・農村の活力の低下

【農政の目標】 　　　　　　 　食料の安定的供給の確立

・農業の持続的な発展　　　　　多面的機能の十分な発揮
　　　　　　　　　　　　　　　農村の振興

【内容】
・効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当程度を担う農業構造の確立
・家族農業経営の活性化と農業経営の法人化の推進
・農地の確保と農地の利用集積・効率的利用の促進　　等

６

資料：農林水産省経営局構造改善課調べ（各年1月1日現在）
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６ リース特区制度（平成15年）

担い手不足や耕作放棄地の増加等を背景に地方自治体から強い要

望があったことから、平成15年に構造改革特別区域制度の中で、遊

休農地が発生、又は発生するおそれがある地域において、一般の企

業等がリース方式により農業に参入することを可能とするリース特

区制度を創設した。

７ 特定農業団体制度と遊休農地対策等（平成15年～）

平成15年に、集落営農組織を効率的かつ安定的な農業経営へ発展

させるための特定農業団体制度の創設、遊休農地対策の拡充、農業

生産法人の要件緩和等を措置（農業経営基盤強化法改正 。）

８ 利用集積の加速化と遊休農地対策（平成17年～）

平成17年 担い手への農地利用集積の遅れ 耕作放棄地の拡大 平、 、 （

成12年で34万ha。東京都の1.5倍）という現状、今後農業者の高齢

化や世代交代がますます進む状況を踏まえ、新たな食料・農業・農

村基本計画（平成17年3月策定）に即し、担い手に対する農地の利

用集積を加速化（集落営農の組織化・法人化 、リース特区（平成1）

5年～）の全国展開、体系的な耕作放棄地対策の整備等を内容とす

る農業経営基盤強化促進法の改正を行った。

９ 担い手への施策の集中

平成17年3月策定の食料・農業・農村基本計画において、全農家

を対象とした価格政策から担い手に限定した経営所得安定対策への

転換を位置づけ、平成19年産から実施することとしている。

７

○ 農業経営基盤強化促進法の改正（平成17年9月施行）

（１）担い手に対する農地の利用集積の促進
① 農用地利用規程の充実

－集落営農の役割分担等の明確化
－担い手に対する農地の利用集積目標を明示

② 農地保有合理化事業の拡充
－農業生産法人への金銭出資、貸付信託の制度化

（２）市町村基本構想における特定法人貸付事業の創設
（リース特区の全国展開）

① 耕作放棄地が相当程度存在する区域において
② 市町村と参入法人がきちんと農業を行う旨協定を締結し、
③ 市町村等が参入法人に対して農地をリース。

（協定違反の場合はリース契約を解除）

（３）体系的な遊休農地対策の整備
① 遊休農地対策を都道府県基本方針、市町村基本構想に位置付け
② 遊休農地の買入・借受協議対象者の追加－合理化法人に加え、特定農業法人

等を追加
③ 都道府県知事の裁定による利用権の設定
④ 遊休農地の管理に関し、農地所有者等に対する措置命令（草刈等）を制度化

○ 農業経営基盤強化促進法の改正（平成15年9月施行）

（１）集落営農組織の担い手としての育成（特定農業団体制度の創設）
地域の農地を面としてまとまって利用し、経営主体としての実態を有する集

落営農組織について、農用地利用規程に担い手として位置付けえるようにする
ことにより、こうした組織の効率的かつ安定的な経営体への発展を促進する。

（２）遊休農地の解消及び利用集積を促進するための措置
① 遊休農地の利用増進を図るため、遊休農地の所有者等にその農地の利用
に関する計画の市町村長への届出を義務付ける。

② 届出のあった利用計画に当該農地の利用権の設定等についてあっせんを受
けたい旨が定められている場合には、認定農業者への集積を促進するため、
農業委員会による利用関係の調整及び農地保有合理化法人による買入協議の
対象とする。

（３）農業生産法人による多様な経営展開
農業生産法人の多様な経営展開（分社化、のれん分け、共同法人の設立、加

工・販売分野への進出等）がより容易となるよう、認定農業者である農業生産
法人の構成員要件について、認定期間中の特例措置を設ける。



Ⅱ ． 日 本 の 農 地 及 び 農 地 政 策 の 現 状

８



１ 日本の農地の特性

（１）農地は長い年月をかけて開発整備されてきた農業の基礎的経営

基盤であり、いったん転用された場合や長期間耕作されない状態

におかれた場合、再度耕作可能な農地に復元することは極めて困

難である。 また、米麦は通常一年一作であり、野菜であっても

生育には通常数ヶ月を要することから、資本回転率は低い。

日本は、諸外国に比べて国土・可住地・農地面積が人口に比べ

て著しく少ないことから、土地利用の競合が激しい。また、都市

の構造が農住混在である。加えて、平坦部においては、土地改良

事業の実施により区画が整理され、道路へ隣接しているなど、生

産性の高い優良農地ほど、優良な宅地・工業用地等としての土地

需要が多く、転用目的の取引価格が耕作目的の取引価格に影響を

及ぼしやすい状況にある。

0 .76

1 .34
1 .48 1 .40

1 .27

1 .52
1 .41

0 .78

0 .93

0 .4

0 .6

0 .8

1

1 .2

1 .4

1 .6

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

回／年

全産業
製造業

農　 業

世 界 各国におけ る可住地面積 、農地面積等の比較

業種別にみた総資本回転率
（資本金１千万円未満）

９

資料：財務省「法人企業統計年次別調査」
　注：総資本回転率＝売上高／総資本

（ 単 位 ： 万 人 、 万 h a ）

国 　 土 可 住 地 農 用 地 Ｃ Ｄ
人  口 面 　 積 面 　 積 面 　 積 Ｂ Ａ
（ Ａ ） （ Ｂ ） （ Ｃ ） （ Ｄ ） （ ％ ） （ ａ / 人 ）

日 本 1 2 ,7 8 0 3 ,7 7 9 1 ,1 8 3 5 1 6 3 1 4

フ ラ ン ス 6 ,0 4 3 5 ,5 1 5 4 ,0 0 0 2 ,9 6 9 7 3 4 9

イ ギ リ ス 5 ,9 6 5 2 ,4 3 6 2 ,1 8 0 1 ,6 9 6 8 9 2 8

ア メ リ カ 2 9 ,7 0 4 9 6 ,2 9 1 6 1 ,9 9 1 4 0 ,9 3 0 6 4 1 3 8

資 料 ： F A O S T A T
注 ( 1 ) 「 可 住 地 面 積 」は 「 L a n d  A r e a （ 土 地 面 積 )」 （ T o t a l  A r e aか ら 内 水 面 を 除 い た も の ）
    　   か ら 、 「 F o r e s t s  A n d  W o o d la n d （ 森 林 面 積 )」 を 除 い て 推 計 し た 数 値 。
　 　 　 　 （ な お 、 「 F o r e s t s  A n d  W o o d la n d 」 は 1 9 9 4 年 の 数 値 。 )
( 2 ) 「 農 用 地 面 積 」は 「 A g r ic u l t u r a l  L a n d 」 の 数 値 。 　 （ 「 A r a b le  L a n d （ 耕 作 地 )」 、
　    「 P e r m a n e n t  C r o p s （ 永 年 作 物 地 )」 及 び 「 P e r m a n e n t  P a s t u r e （ 永 年 牧 草 地 )」
     の 合 計 値 。 ）



（２）こうした状況を反映し、日本の農地価格は農業からの収益に見

合うものとなっていない。

（３）このような農地の特性から、今後もゾーニング・転用の規制に

より、優良農地を確保しつつ、有効利用を図るために、その権利

取得を規制するなど、農地の利用に関して一定のルールが必要と

なっている。

（４）なお、農地価格が農業収益から乖離していることもあり、経営

細分化防止の観点から、農業投資価格を超える部分に対応する相

続税について 一定要件のもとに納税猶予ができる措置がある 相、 （

続税の納税猶予制度 。）

また、経営細分化防止のための類似の税制特例として、農地を

後継者に一括して贈与した場合、贈与税を納税猶予する措置もあ

る（贈与税の納税猶予制度 。）

２ 耕地面積等の推移

我が国の耕地面積は、昭和36年の609万haをピークに長期的に減

少傾向にある。40年代には高度経済成長下の宅地等への転用が大幅

に増加したことなどから、その減少幅は大きく、また、平成に入る

と耕作放棄も増加し、平成17年には469万ha、ピーク時の昭和36年

と比較すると77％となっている。

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

農地からの収益 と農地価格

耕 地 面 積 及 び 耕 地 利 用 率 の 推 移

１０

○ 農地価格：1,577千円／10a（H17中田：全国平均）
○ 農地からの純収益額：23千円／10a
（H17 水稲経営3～5ha規模）
⇒ 純収益額から投資額の回収に要する期間：68.6年

農地価格に占める純収益の割合

１．４６２３１，５７７
上記以外の農用地区域

（純農村地域）

０．４０２３５，７１５市街化調整区域

０．０６２３３６，０７８市街化区域

割合（％）
純収益

（千円/10a）
農地価格
（千円/10a）

区 域

１．４６２３１，５７７
上記以外の農用地区域

（純農村地域）

０．４０２３５，７１５市街化調整区域

０．０６２３３６，０７８市街化区域

割合（％）
純収益

（千円/10a）
農地価格
（千円/10a）

区 域

注：農地価格は都府県の田、純収益は水稲経営（3～5ha規模）
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３ 担い手への農地の利用集積

（１）権利移動の実態

① 旧農業基本法の制定以降、農業経営の規模拡大により、担い

、 、手を育成することとし 農地制度について数次の改正を実施し

農地の権利移動、流動化を図ってきた。

昭和45年以降は、所有権移転から賃貸借による規模拡大に施

策を転換し、特に、期間終了後に必ず農地が返還される、いわ

ゆる「農地版の定期借地権 （現在の農業経営基盤強化促進法に」

基づく利用権設定等促進事業）が昭和50年に創設されて以降、

賃貸借による権利移動を進めてきた。

② この結果として、農地の流動化の状況を見ると、農地の権利

移動面積に占める賃貸借による面積の割合は、昭和50年の1割か

ら8割に増加し、農地の権利移動面積は昭和50年の約3倍に増大

した。

③ 認定農業者等の担い手が経営する農地面積は、年々増加傾向

にあり、平成7年度の86万haから平成17年度の181万haと約2倍の

増加となっている。また、全耕地面積に占める割合は約4割であ

る。
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資料：農林水産省経営局構造改善課調べ 及び 「集落営農実態調査（平成17年度から）」
　注：担い手とは以下の者をいう。
　　　① 認定農業者（特定農業法人含む）
　　　② 市町村基本構想の水準到達者
　　　③ 特定農業団体（平成15年度から）
　　　④ 集落内の営農を一括管理・運営している集落営農（平成17年度から）

担い手が経営する農地面積の推移

１１

資料：農林水産省経営局構造改善課調べ  及び  「集落営農実態調査（平成 17年度から）」
　注：担い手とは以下の者をいう。
　　　①  認定農業者（特定農業法人含む）
　　　②  市町村基本構想の水準到達者
　　　③  特定農業団体（平成 15年度から）
　　　④  集落内の営農を一括管理・運営している集落営農（平成 17年度から）

耕作目的の農地権利移動面積の推移

資料：農林水産省「土地管理情報収集分析調査」



④ 「農業構造の展望」において見込む、効率的かつ安定的な農

業経営が農地の7～8割程度を経営するという望ましい農業構造

の姿を達成するためには、更に農地の利用集積を加速化するこ

とが必要である。

⑤ なお、担い手への利用集積が進まない理由としては、以下の

ような要因が複合的に関係していると考えられる。

〔出し手側の要因〕

・機械化の進展等により兼業農家等の経営持続が可能となった

こと

・農地を人手に委ねることへの抵抗感があること

・転用期待等による資産保有意識があること

・自分がやれる間は農業を続けたいという意識があること 等

〔受け手側の要因〕

・近年の農業収益の悪化の中で担い手の規模拡大意欲が抑制さ

れてきたこと

・農地が分散している、基盤整備ができていない等により、担

い手からみて望ましい農地が出てこなかったこと 等

（注）効率的かつ安定的な家族農業経営及び法人経営に農地利用の６割程度が集積され、このほか
効率的かつ安定的な集落営農経営により経営される農地を併せ、これら「効率的かつ安定的
な農業経営」が経営する農地が７～８割程度になると見込まれる。

家族農業経営
３３～３７万

その他の
販売農家

１３０～１４０万

効率的かつ安定的な農業経営

自給的農家
４０～７０万

土地持ち非農家
１５０～１８０万

総農家 ２１０～２５０万

集落営農経営
２～４万

法人経営１万

法人・集落営農経営３～５万

集落営農
の

組織化
・

法人化

主業農家
４３万

その他の
販売農家

１７３万

総農家 ２９３万

平成２７年平成１６年

（注）＊平成１６年の土地持ち非農家数については、７年から
１２年にかけてのすう勢を基にした推計値である。

効率的かつ安定的な農業経営へ
農地の大部分を委ねて、

・他産業従事に専念
・生きがい農業

自給的農家
７７万

土地持ち非農家
１１６万＊

法人経営 ：一戸一法人や集落営農の法人化によるものを除く。
集落営農経営：経営主体としての実体を有するもの。法人化したものを含む。

農業団体等の
出資・

農外からの
参入

農 業構造の展望 （平成 ２７年 ）

22%

1 9 %

2 2 %

2 3 %

2 7 %

3 1 %

3 6 %

3 6 %

3 8 %

4 8 %

6 1 %

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 %

そ の 他

出 し手 が 相 手 を 選 ぶ

農 地 の 出 し手 が 少 ない

不 在 村 地 主 が 増 加

基 盤 整 備 が で き てい ない

兼 業 農 家 が 農 地 を 手 放 さない

農 地 の 資 産 保 有 意 識 が 強 い

集 落 内 に 担 い 手 が い ない

農 地 が 分 散 して い る

農 産 物 の 価 格 が 不 安 定

農 業 所 得 が 不 安 定

担 い 手 へ の 農 地 利 用 集 積 が 進 ま な い 理 由

資 料 ：農 林 水 産 省 経 営 局 構 造 改 善 課 「平 成 １ ６ 年 度 担 い 手 へ の 農 地 利 用 集 積 に 関 す る実 態 調 査 」

１２

担 い 手 へ の 農 地 利 用 集 積 が 進 ま な い 理 由



（２）農地の分散及び面的集積の状況

① 担い手の経営農地の分散状況をみると、調査した府県の202

経営体で、その平均経営面積は14.8ha、最も離れている農地間

の距離は平均3.7km（最遠は30km 、平均29ヵ所に分散している）

状況にある。

② このように、集積された担い手の経営農地は面的にまとまっ

ておらず、ほ場間の移動が多いことや大規模機械の導入ができ

ないことなど、効率的な作業が進まず、結果として労働時間や

経費がかさむことになり、担い手が経営のコストダウンを図る

上で課題となっている。

③ 農地の面的集積を妨げる要因については 「隣接農地を貸し、

てくれる人がいないため、隣接しない農地でも引き受けざるを

」 、「 、得ない とする担い手が49％ 出し手の直接の依頼があるため

（出し手の依頼を断れず）隣接しない農地でも引き受けざるを

得ない」とする担い手が56％と多くなっている。担い手の多く

が、隣接しない農地でも引き受けざるを得ない状況にあること

がうかがえる。

農地の面的集積を妨げる要因

１３

担い手の農地の分散化の状況

○ 平均経営面積：１４．８ｈａ
○ 平均団地数：２８．５団地
○ １団地の平均面積：０．５２ｈａ
○ 最も離れている農地間の平均距離：３．７ｋｍ
○ 小規模団地（３０ａ未満）と大規模団地（２ｈａ以上）の比率
　　　　　　　　　　小規模団地　　　大規模団地
　　団地数　　　　　５３．６％　　　　　４．１％
　　面積比率　　　 １８．７％　　　　２６．７％

資料：農林水産省「平成18年度農地の面的集積に関する市町村実態調査」

　注：調査先２３０経営体のうち、北海道を除く２０２経営体（うち無効回答除く）の平均値である。

20

3

13

56

49

0 10 20 30 40 50 60

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

他の担い手等との競争があり、　　　　　　　
隣接農地を手放さざるを得ない

集落内に自分以外の担い手がおらず、　　
隣接しない農地でも引き受けざるを得ない

出し手の直接の依頼があるため、　　　　　　
隣接しない農地でも引き受けざるを得ない

隣接農地を貸してくれる人がいないため、　
隣接しない農地でも引き受けざるを得ない

％

資料：農林水産省「平成18年度農地の面的集積に関する市町村実態調査」

　 注：調査先２３０経営体による複数回答である。



（３）農地保有合理化事業

① 担い手の農業経営の規模拡大、農地の集団化その他農地保有

、 、の合理化の促進を図るため 都道府県農業公社等の公的機関が

離農者や規模縮小農家から農地を借り受けて（買い受けて）中

間保有し、担い手に貸し付ける（売り渡す）農地保有合理化事

業がある。

② 農地保有合理化事業のこれまでの実績をみると、農地の造成

を行う事業を対象とした買入が多かったが、近年は借入面積の

伸びが顕著になり、平成16年度では、買入面積は約7千ha、借入

面積は約1万1千haとなっている。

③ また、認定農業者に権利移動された農地面積のうち、農地保

有合理化事業によって権利移動した農地面積は、3割程度となっ

ており、本事業は担い手への農地利用集積を進める上で重要な

手段となっている。

④ しかしながら、農地保有合理化事業の推進に当たっては、農

地保有合理化法人について、

・売買によるリスクの抱え込み

・面的集積に向けた体制の弱さ

・受け手となる担い手のニーズを出発点としていないこと

等もあり、実態としては、

・農地借入（買入）後の貸付（売渡）先がほぼ決まったものを

対象とするなど、必ずしも中間保有機能が発揮されていない

等の問題を抱えており、農地の面的集積を図る上で課題となっ

ている。

１４

農地 農地

農地 農地

規模縮小農家、
離農農家等の
所有する農地

農地保有

合理化法人 農 地

担い手へ集積

買入れ
(借入れ)

売渡し
(貸付け)

円滑な農地の継承

○仲介機能の活用

・農地集約による集団化、団地化
・相対取引のタイムラグの解消

・出し手、借り手の貸借期間の調整等

遊休農地化
の防止

担い手の
規模拡大を実現

農地 農地

農地 農地

規模縮小農家、
離農農家等の
所有する農地

農地保有

合理化法人 農 地

担い手へ集積

買入れ
(借入れ)

売渡し
(貸付け)

円滑な農地の継承

○仲介機能の活用

・農地集約による集団化、団地化
・相対取引のタイムラグの解消

・出し手、借り手の貸借期間の調整等

遊休農地化
の防止

担い手の
規模拡大を実現

農地保有合理化事業の仕組み

農地保有合理化事業実績の推移
（単位：ｈａ，％）

平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平　　均

農地保有合理化事業実績（Ａ） １６,２５０ １６,３９０ １６,７８９ １９,３６４ １８,３９１ １７,４３７

認定農業者に対する規模拡大
につながる農地の権利移動（Ｂ）

５２,６３３ ５３,３１７ ６０,００４ ６４,５７７ ７８,１１２ ６１,７２９

Ａ／Ｂ（％） ３１ ３１ ２８ ３０ ２４ ２８

資料：農林水産省「土地管理情報収集分析調査」及び経営局構造改善課調べ



（４）賃貸借の設定期間の状況

① 農地の賃貸借の設定期間は、民法原則に基づき、最長20年の

範囲において自由に設定することが可能となっている。

農業経営基盤強化促進法に基づく賃借権の平均設定期間は約6

年となっているが、これは農地の借り手が貸し手の意向も汲み

取って、両者で合意した期間であるといえる（必ずしも借り手

の意向のみを反映したものではない 。）

② アンケート調査によれば、担い手は、実際の賃貸借期間より

長期の借入を望んでいる傾向にあり、約1/3の担い手が10年以上

の長期の貸借を望んでいる。

一方、経営環境が厳しく、また、借地料が下落傾向にある中

では、長期の期間設定を躊躇するという意見もある。

20年以上
 4.8%

３年未満
3.6%

11年以上～
20年未満
6.7%

10年
 22.4%

３年以上～
６年未満
23.6%

６年以上～
10年未満
38.8%

１５

担い手が希望する賃貸借期間

資料：農林水産省経営局構造改善課調べ（平成１8年9月）

注：主たる作目が「稲作、麦類、露地野菜、その他作物」で
○○○ある法人（１６７法人）のアンケート結果である。

農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 に よ る 賃 借 権
設 定 の 存 続 期 間 別 構 成 （面 積 比 ）

11.4

11.5

12.3

11.6

7.1

9.3

49.4

44.9

41.8

35.6

33.5

42.9

12.7

15.7

17.4

23.4

30.5

42.0

26.5

27.9

28.5

29.4

28.9

5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１７年

１２年

７年

平成２年

６０年

昭和５５年

３年未満 ３～６年 ６～１０年 １０年以上 平均存続期間

５．２年

６．９年

６．７年

６．４年

６．５年

６．４年

資料：農林水産省「土地管理情報収集分析調査」



（５）相続等による土地持ち非農家の増加

① 相続、離農等によって発生する土地持ち非農家は年々増加

傾向にあり、耕作放棄地も含めた所有面積は、20年間で約3.5

倍になっている。

② また、農地所有者の高齢化が進み、65歳以上の経営主が所

有する農地の割合が3割を超える状況となっており、今後、農

地所有者の高齢化傾向は一層進展するものと考えられる。

不在村者が農地を所有する経緯をみると、相続によるものが

約半数を占めており、今後とも、相続の発生に伴い、不在村者

、 、の農地が増加し 農地の有効利用の確保が困難となることから

早急な対応が必要となっている。

農 地 所 有 者 の 経 営 主 年 齢 別
の 所 有 地 面 積 割 合 （全 国 ）

１６

資料：農林水産省「農林業センサス」

注１：「土地持ち非農家」とは、耕地及び耕作放棄地をあわせて５ａ以上を所有している非農家世帯である。

土地持 ち非農家の 所有面 積の推移

資料：農林水産省「農林業センサス」

　注：所有地面積割合は、所有地のある販売農家の割合である。

1.8

14.5

30.8

1.6

28.8
30.8

26.4 26.4

10.6

28.2

0

10

20

30

40

15～34歳 35～44 45～54 55～64 65歳以上

（％）

2005年

2000年

資料：全国農業会議所「農業委員会における不在村者農地所有

　　　の情報把握に関する調査」（平成16年8月）

　注：37都府県1,329市町村からの回答のうち「不明」を除く。

相 続
48.9%

入り作
25.5%

挙家離
村等
 20.2%

疾病等
に

より他
出 1.5%

その他
3.9%

不 在 村 者 が 農 地 を 所 有
す る よ うに な っ た 経 緯

単位：万ha、％

昭和60年 平成２年 ７年 12年 17年

① ② ②／①

13.4 22.1 30.2 34.1 43.6 225.4 

3.8 6.6 8.3 13.3 16.2 326.3 

所有耕地

耕作放棄地

区 分

実 数
増 減 率



③ このように、相続の発生に伴う農地所有の細分化が進む一

方で、担い手への利用集積により大規模経営体が育成されつつ

あること等から、少数の大規模経営体が多数の所有者から農地

を借り入れている構造になっており、今後、この傾向はますま

す顕著になると考えられる。

農地の所有権者数等（課税台帳ベースの農地の所有権）
（平成17年度）

１７

納税義務者数 地積 筆数
納税義務者１人
当たりの地積

(万人) (万ha) (万筆) (ha)

田 507 270 2,746 0.53

畑 526 248 2,654 0.47
資料：総務省「固定資産の価格等の概要調書」
　注：1 「納税義務者数」は法定免税点以上のもの。
　注：2 「筆数」は、一つの筆が二つ以上の地目（小区分を含む）に該当する場合は、それぞれの区分ごとに１筆として計上している。
        従って各区分の合計は延べ筆数である。
　注：3 「納税義務者数」は、同一の者が二つ以上の地目（小区分を含む）の土地を所有している場合においては、当該各地目ごとに
        している。また、同一の者が同一地目に２筆以上にわたって所有している場合は、筆の数によらず１人としている。



４ 農業経営の法人化・新規参入の促進

（１）法人経営のメリット

法人による農業経営は、個人経営と比べて、経営内部及び地域

農業の振興上優れた点があることから、農業経営の法人化や法人

の農業参入を積極的に促進していく必要がある。

【経営内部におけるメリット】

・経営管理能力の向上 ・対外信用力の向上 ・経営発展の可能

性拡大 ・農業従事者の福利厚生面の充実 ・担い手の経営継

承の円滑化 等

【地域農業の振興におけるメリット】

・新規就農の受け皿の創出 等

（２）農地に係る権利を取得できる法人

、 。農地に係る権利を取得できる法人には ２種類が存在している

① 農業生産法人

農業生産法人については、農業や農地の特性を踏まえ、個人

の農地取得要件とほぼ同等の要件が課せられている。具体的に

は、農業を効率的・継続的に行うことができる組織体制等を担

保する観点等から、事業内容、構成員、業務執行役員等を制限

している。

② 特定法人

一般の企業やＮＰＯ法人等が担い手のいない地域において、

賃借権、使用貸借権のみを取得できるもので、法人資格要件は

ほとんどない。

（３）農業生産法人

① 農業生産法人数は着実に増加しており、平成7年からの直近

10年間で2倍以上の増加となり、平成18年1月では8,412法人とな

っている。 資料：農林水産省経営局構造改善課調べ １８

1,144 1,157 1,626 1,335 1,496 1,782 1,841
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←農事組合法人

←合名・合資会社

←有限会社

←株式会社

農 業 生 産 法 人 数 の 推 移

農業生産法人 特定法人

法人形態
株式会社（公開会社でないもの）

農事組合法人
持分会社

要件なし

事業内容 　　農業を主とする法人
要件なし

建設業者、食品業者等の
一般企業、NPO法人等

構成員等
① 構成員が農業関係者中心
② 業務執行役員が農業に○
0常時従事(注)する者中心

業務執行役員の1人以上が
農業に常時従事(注)する者

取得できる
権利等

賃借権等 ＋ 所有権
[全国どこでも可能]

賃借権、使用貸借権のみ
（所有権は×）

[市町村が参入区域を設定]

法人数
８，４１２

（平成18年1月）
１７３

（平成18年9月）

耕 作 目 的 で 農 地 の 権 利 が 取 得 で き る 法 人



② 経営課題・今後の方向性

ア．農業法人の抱える課題（複数回答）としては 「農産物の価、

格低下 （18.1％ 「輸入の増加等 （13.1％）の割合が高く、」 ）、 」

農業生産における収益の確保が最大の経営課題となっている。

また、農産物価格の下落を乗り越えるための経営の多角化

への取組みが進む中で 「質的な人員不足 （13.5％ 「運転資、 」 ）、

金の不足 （12.6％）も大きな課題となってきている。」

イ．今後の法人経営の意向としては、農畜産物の質の向上（78.

5％）が最も多く、消費者ニーズに対応した生産に取り組もう

としていると考えられる。

また、生産量の拡大（63.5％）や生産コスト低減（65.0％）

を目指す一方で、加工事業への進出・拡大や観光・交流事業へ

の進出拡大など、経営の多角化への志向も強まっている。

ウ．以上のことから、集落営農の法人化を含め、農業生産法人

が経営の発展を図るため、資本の充実や経営の多角化を推進し

ていくための措置・支援が重要であると考えられる。

なお、個人経営についても、経営の多角化は同様の課題で

ある。

0 5 1 0 1 5 2 0

後継者不足

販路不足

環境保全方生産方式

商品開発

機械 ・施設の拡充 ・更新

運転資金の不足

農畜産物の輸入増加 ・自由化

質的な人員不足

農畜産物の価格低下

資料 ：（社 ）日本農業法人協会 「2 0 0 4年農業法人実態調査アン ケー ト結果 」

　　　　（ 1 7年 3月 。1，6 6 3法人を対象とした調査であり、有効回答率 37 .3％ ）

％

○農業法人の経営課題
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資料 ：（社 ）日本農業法人協会 「2 0 0 4年農業法人実態調査アンケー ト結果 」

　　　　（ 1 7年 3月 。1，6 6 3法人を対象とした調査であり、有効回答率 37 .3％ ）

○ 　今後の法人経営の方向性

％

農 業 法 人 の 経 営 課 題

今後の法人経営の方向性

１９

資料：（社）日本農業法人協会「 2004年農業法人実態調査アンケート結果」

注：平成 17年 3月実施。 1,663法人を対象とした調査であり、有効回答率は 37.3％。

資料：（社）日本農業法人協会「 2004年農業法人実態調査アンケート結果」

注：平成 17年 3月実施。 1,663法人を対象とした調査であり、有効回答率は 37.3％。



（４）特定法人制度による企業参入

① 特定法人貸付事業

農業生産法人以外の法人の農業参入については、平成15年以

降、構造改革特別区域（特区）に限定してリース方式により農

業に参入できるようになり、平成17年9月の農業経営基盤強化促

進法の改正により、特定法人貸付事業として、全国的に事業実

施が可能となった。

特定法人貸付事業により農業に参入する法人は、市町村が基

本構想で定めた実施区域において参入することになる（実施が

可能な市町村は549市町村（平成18年8月31日現在 。））

② 参入法人の状況

一般企業等の農業への新規参入は、平成16年10月から18年9月

までの2年間で約2.5倍（71法人→173法人）に増加している。

これを組織形態別にみると、株式会社が過半を占め、次いで

有限会社、ＮＰＯ法人等の順となっている。

業種別には、建設業の農業参入が最も多く、次いで、食品産

業が、また、経営作目は、野菜が約4割、次いで米麦等が約2割

となっている。

なお、今後5年間で3倍増（平成23年3月に500法人）を目標と

している。

③ 参入に当たっての苦労・困難

参入に当たっては 「農地の改良」や「希望にあった農地の確、

保」に苦労・困難があったとする参入法人が多くなっている。

④ 農地所有の意向

また、仮に農地の所有権の取得が認められた場合でも、農地

の所有権を取得する考えがあるかどうかについては、半数の参

入法人が「ない」としている。

リー ス 方 式 に よ る企 業 参 入
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資料：左上は、農林水産省経営局構造改善課調べ

右上は、農林水産省経営局構造改善課調べ

単位は法人数。134法人による複数回答（平成18年5月）

右下は、衆議院調査局農林水産室調べ（平成18年7月）

① 基 本 構 想 に 規 定

② 農 業 生 産 法 人 以 外 の 法 人 へ の 農 地 等 の 貸 付 け

参 入 区 域 と し て 設 定

～ 基 本 構 想 ～
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事
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放 棄 地 に な り そ う な
農 地 等 が 相 当 程 度
存 在 す る 区 域

耕 作 放 棄 対 策 マ ス タ ー プ
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市 町 村

使 用 貸 借 に よ る 権 利
又 は 賃 借 権 （ リ ー ス ）
の 設 定

○ 農 地 法 第 ３ 条 許 可 （ 特 例 的 に 許 可 ） 又 は
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法 人 以 外 の 法 人
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【 事 業 の 適 正 か つ 円
滑 な 実 施 を 確 保 す る
た め の 協 定 】

○ 農 用 地 利 用 集 積 計 画 （ 基 盤 法 第 1 8 条 ）

農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法

［ 特 定 法 人 貸 付 事 業 ］



５ 優良農地の確保

（１）農地面積及び農用地区域内農地面積の推移

農地面積は、昭和60年の538万haから平成17年の469万haと13％

減少している。

一方、農用地区域に指定された農地の面積は、昭和60年の452

万haから平成17年の425万haと6％の減少にとどまっている。

また、昭和の時代には、農地造成等による農地の拡張が行われ

てきているが、平成の時代になってからは農地造成等による拡張

は大幅に減少しており、今後は新たな農地造成等はほとんど見込

まれない状況となっている。

（２）農地転用の推移

農地の転用面積は、高度経済成長期に大きなウェイトを占めて

いた住宅用地が昭和40年代後半をピークに減少、工鉱業用地等も

減少傾向にあり、直近20年間をみても、平成3年の3万6千haをピ

ークに近年大きく減少しており、平成17年では1万7千haとなって

いる。また、そのうち、農用地区域の除外を伴うものは、3千ha

（全農地転用面積に占める割合：15％）となっている。

なお、農地転用面積は減少しつつあるが、狭小な国土で高度な

社会経済活動が展開される我が国においては、転用許可等が不要

である公共転用を含め、今後とも一定の転用需要が見込まれる。
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（３）優良農地の確保・保全

以上のようなことを踏まえ 「食料・農業・農村基本計画」で、

見込む農地面積（平成27年：450万ha 「農用地等の確保等に関）、

する基本指針」で見込む農用地区域内農地面積（平成27年：404

万ha）を確保していくためには、耕作放棄地の発生抑制・再活用

等を図るとともに、農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適

切な運用等により、優良農地の確保・保全を図っていくことが必

要である。

２２

○平成２７年における農地面積の見込み

○ これまでのすう勢を踏まえ、耕作放棄の抑制等の効果を織り込んで、農地面積の見込みを推計

平成１６年現在の農地面積 ４７１万ｈａ

△１４万ｈａ農地の転用

＋１９万ｈａ耕作放棄の発生抑制・再活用等
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平成２７年時点の農地面積

平成２７年時点で確保される農地面積 ４５０万ｈａ
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の 抑 制 等 の 諸 施 策 を 通 じ た 取 組 推 進 の 効 果 を 見 込 ん で 推 計
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６ 耕作放棄地の発生防止・解消

（１）耕作放棄地面積の推移

① 耕作放棄地面積は、昭和60年までは、およそ13万haで横ばい

であったが、平成2年以降増加に転じ、平成17年には、東京都の

面積の1.8倍に相当する38.6万haとなっている。

② 地域類型別の耕作放棄地面積割合は、山間農業地域が最も高

く、平成17年で14.7％（全地域平均の1.5倍）となっている。一

、 （ ）方 平地農業地域では平成17年で5.6％ 全地域平均の6割程度

と低くなっているものの、増加傾向にある。

③ 農家形態別の耕作放棄地面積割合は、土地持ち非農家（平成

17年で27.1％）及び自給的農家（同32.8％）で、特に高くなっ

ている。

（２）耕作放棄の発生原因

① 平成16年における耕作放棄の発生原因は、全ての農業地域で

「 」 、 。高齢化等により労働力が不足 が最も多く 5割近くを占める

② また、基盤整備事業が実施された地区においては、耕作放棄

地の発生が少ない状況（整備済み水田で全体の0.2％）にある。

③ 農業従事者の主力を担ってきた世代が高齢化し、規模縮小や

離農が進み、農地を受ける担い手がいなくなっている状況の下

で、ほ場が未整備、あるいは土壌条件や排水が不良などのため

、 、に 生産性が低かったり通作が不便であるような農地を中心に

耕作放棄地が増大していることがうかがえる。

資料：農林水産省「農林業センサス」

注：耕作放棄地面積率は、耕作放棄地面積÷（経営耕地面積＋耕作放棄地面積）×100

（ ） 「 」資料： 財 農政調査委員会 農業振興地域・農地制度等の実態把握及び効果分析に関する調査結果
注：１ 平成16年2月に全市町村を対象に調査したものである（回収率67％ 。）

２ 回答市町村数(上位２つまで重複回答あり）の構成比である。
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（３）遊休農地 に関する措置(※)

① 遊休農地対策については、遊休農地所有者等に対する農業委

員会による指導及び市町村長による特定遊休農地である旨の通

知、通知を受けた者に対する農業上の利用計画の届出義務、市

町村長による勧告等、累次の制度改正により拡充・整備を図っ

てきた。

(注) 遊休農地は、農業経営基盤強化促進法における法令用語であり、耕作放棄地とは

同様の意味である。

② しかしながら、半強制的に賃借権を設定する特定利用権が設

定されたケースは、これまでのところなく、公的機関による仕

組みは十分に使われているとはいえない。

今後、耕作放棄地の発生防止・解消に向けて、更なる対応が

必要である。

資料：農林水産省農村振興局地域計画官調べ（平成8～16年）

及び経営局構造改善課調べ（平成17年）

農 業 経 営基 盤 強 化 促 進 法 に よ る
遊 休 農 地 に 関 す る措 置 の 実 績

（単位：ｈａ）

　　　　　年 度
 事 項

８年 ９年 １０年 １１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年

農業委員会の指
導 2,028.2 2,720.8 791.4 813.1 1,402.0 1,193.7 1,163.9 1,379.5 1,608.8 1,495.4

市町村長の通知
- - - - - - - 0 0.3 0

市町村長の勧告
0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0

買入れ等の協議
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合理化法人によ
る買入れ等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

遊 休 農 地 の 発 生

農 業 委 員 会 の 指 導

特 定 遊 休 農 地 の 通 知
（ 市 町 村 長 → 農 地 所 有 者 等 ）

利 用 計 画 の 届 出
（ 農 地 所 有 者 等 → 市 町 村 長 ）

必 要 な 措 置 を 勧 告
（ 市 町 村 長 → 農 地 所 有 者 等 ）

特 定 利 用 権 の 設 定 （ 裁 定 ）
（ 都 道 府 県 知 事 ）

買 入 れ 等 の 調 停
（ 都 道 府 県 知 事 ）

買 入 れ 等 の 協 議
（ 協 議 対 象 者 ： 合 理 化 法 人 、 特 定 農 業 法 人 、 市 町 村 ）

遊 休 農 地 対 策 の 流 れ

耕 作 さ れ な い 場 合 に は 農 業 委 員 会 か ら
市 町 村 長 に 要 請

協 議 が 不 調 等 の 場 合

調 停 案 が 受 諾 さ れ な い 場 合

市 町 村 長 が 協 議 を 行 う 旨 を 通 知

遊 休 農 地 の 発 生

農 業 委 員 会 の 指 導

特 定 遊 休 農 地 の 通 知
（ 市 町 村 長 → 農 地 所 有 者 等 ）

利 用 計 画 の 届 出
（ 農 地 所 有 者 等 → 市 町 村 長 ）

必 要 な 措 置 を 勧 告
（ 市 町 村 長 → 農 地 所 有 者 等 ）

特 定 利 用 権 の 設 定 （ 裁 定 ）
（ 都 道 府 県 知 事 ）

買 入 れ 等 の 調 停
（ 都 道 府 県 知 事 ）

買 入 れ 等 の 協 議
（ 協 議 対 象 者 ： 合 理 化 法 人 、 特 定 農 業 法 人 、 市 町 村 ）

遊 休 農 地 対 策 の 流 れ

耕 作 さ れ な い 場 合 に は 農 業 委 員 会 か ら
市 町 村 長 に 要 請

協 議 が 不 調 等 の 場 合

調 停 案 が 受 諾 さ れ な い 場 合

市 町 村 長 が 協 議 を 行 う 旨 を 通 知

２４



７ 都市的地域における農地利用

（１）都市農業の現状

都市的地域（農林統計上、都市及びその周辺の地域）における

農業産出額は全国の約31％、耕地面積は約27％を占めている。

これらの都市的地域においては、野菜・花きなど土地生産性の

高い作物が作付され、例えば、東京都の都市的地域の単位面積当

たり農業産出額は全国平均の約2倍となっている。

（２）都市農業に対する国民の期待

都市住民が期待することは、新鮮で安全な農産物の供給が最も

多く、そのほか、農業体験など教育の場、都市住民との交流の場

の提供などである。

また、東京都のアンケートによれば、都市部に農業や農地を残

したいと思う人は8割以上に達している。

（３）市民農園の開設状況

都市住民の身近な農業体験の場等として、市民農園の整備を促

進しており、平成5年（1,039ヶ所）から平成18年には約3倍の3,1

24ヶ所となっており、そのうち、都市的地域が約8割を占めてい

る。

（４）市街化地域の農地転用

市街化区域内の農地については、農業委員会への届出のみで農

地転用ができるようになっており、他の地域内の農地が原則とし

て、都道府県知事（又は農林水産大臣）の許可を必要としている

のに対し 農地法上の財産権の制限は大幅に緩和されている た、 。（

、 。）だし 都市計画制度上の生産緑地地区の指定に伴う制限はある

10a当たり農業産出額（平成17年）
全 国 １９万円
都市的地域 ２１万円

東京都(都市的地域) ３５万円

全　国 都市的地域 割合
農 園 数 3,124 2,373 76%
区 画 数 156,718 122,662 78%
資料：農村振興局農村政策課調べ（平成17年度末）

「東京に農業や農地を残したいと思いますか。」

思  う
(81.1%)

思わない

(6.0%)

どちらとも

言えない

(13.0%)

資料：平成１７年度第３回インターネット都政モニターアンケート結果

市民農園の開設状況

2 7

3 1

2 9

3 0

3 4

3 1

9

8

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

耕 地 面 積 ( H 1 7 )

農 業 産 出 額 ( H 1 7 )

資 料 ： 生 産 農 業 所 得 統 計 、 ２ ０ ０ ５ 年 農 林 業 セ ン サ ス 、 耕 地 及 び 作 付 面 積 統 計

都 市 的
地 　 域

平 地 農
業 地 域

中 間 農
業 地 域

山 間 農
業 地 域

資料：平成17年度第3回インターネット都政モニターアンケート結果

資料：農林水産省農村振興局農村政策課調べ（平成17年度末）

「 東 京 に お け る 野 菜 の 生 産 な ど 農 業 に 期 待 す る こ と 」

（ ３ つ 回 答 ）
1 , 8 5 6 人

9 8 7 人 9 7 7 人

7 3 1 人 6 6 6 人

1 8 5 人
1 9 人

0

5 0 0

1 , 0 0 0

1 , 5 0 0

2 , 0 0 0

新 鮮 で 安
全 な 農 産

物 の 生 産

農 業 体 験
な ど 教 育

の 場

環 境 に
配 慮 し た

農 業

都 民 と の
交 流 の 場

緑 の 空 間
の 場

災 害 時
の 一 時 的

避 難 場 所

そ の 他

（ 人 ）

資 料 ： 農 林 水 産 省 関 東 農 政 局 東 京 統 計 ・ 情 報 セ ン タ ー 調 べ （ 平 成 1 6 年 7 ～ 1 1 月 ）

注 ： 産 業 祭 ・ 農 業 祭 等 の イ ベ ン ト に 来 場 し た 2 , 1 2 5 人 に ア ン ケ ー ト し た も の 。

「 東 京 に お け る 野 菜 の 生 産 な ど 農 業 に 期 待 す る こ と 」

（ ３ つ 回 答 ）
1 , 8 5 6 人

9 8 7 人 9 7 7 人

7 3 1 人 6 6 6 人

1 8 5 人
1 9 人

0

5 0 0

1 , 0 0 0

1 , 5 0 0

2 , 0 0 0

新 鮮 で 安
全 な 農 産

物 の 生 産

農 業 体 験
な ど 教 育

の 場

環 境 に
配 慮 し た

農 業

都 民 と の
交 流 の 場

緑 の 空 間
の 場

災 害 時
の 一 時 的

避 難 場 所

そ の 他

（ 人 ）

「 東 京 に お け る 野 菜 の 生 産 な ど 農 業 に 期 待 す る こ と 」

（ ３ つ 回 答 ）
1 , 8 5 6 人

9 8 7 人 9 7 7 人

7 3 1 人 6 6 6 人

1 8 5 人
1 9 人

0

5 0 0

1 , 0 0 0

1 , 5 0 0

2 , 0 0 0

新 鮮 で 安
全 な 農 産

物 の 生 産

農 業 体 験
な ど 教 育

の 場

環 境 に
配 慮 し た

農 業

都 民 と の
交 流 の 場

緑 の 空 間
の 場

災 害 時
の 一 時 的

避 難 場 所

そ の 他

（ 人 ）

資 料 ： 農 林 水 産 省 関 東 農 政 局 東 京 統 計 ・ 情 報 セ ン タ ー 調 べ （ 平 成 1 6 年 7 ～ 1 1 月 ）

注 ： 産 業 祭 ・ 農 業 祭 等 の イ ベ ン ト に 来 場 し た 2 , 1 2 5 人 に ア ン ケ ー ト し た も の 。

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」及び「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「農林業センサス」、「生産農業所得統計」、「耕地及び作付面積統計」

２５

都市住民の期待

都市的地域における農業の現状


